
 （保健体育課） 

件  名 

埼玉県地域クラブ活動推進計画について 

 

提出理由  

埼玉県地域クラブ活動推進計画について、別紙のとおり報告します。 

 

概  要  

１ 次期埼玉県地域クラブ活動推進計画の策定について 

２ 次期埼玉県地域クラブ活動推進計画策定有識者会議について 

３ 埼玉県地域クラブ活動推進計画に係る現状と課題について 

 

報告事項エ 
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（１）埼玉県地域クラブ活動推進計画（令和５年度から令和７年度まで）

１ 関係者間の連携体制の構築等 ２ 関係団体等との連携 ３ 県民・関係者等の理解促進

４ 指導者の質の保障と量の確保 ５ 教師等の兼職兼業 ６ 保護者等の負担軽減 ７ 市町村の取組の支援

令和４年１２月にスポーツ庁・文化庁が策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的な
ガイドライン」において、各都道府県は推進計画の策定等により、中学校の休日の部活動の段階的な地域連携・地域移行
を進めると示されたことを受け策定した計画。

（ア）計画の目的
県内の公立中学校の休日の部活動の地域クラブ活動への移行を推進

（イ）計画期間
国が改革推進期間と位置付ける令和５年度から令和７年度までの３年間を設定

（ウ）計画の構成

Ⅰ 計画策定の背景
１ 国の動向 ２ 部活動の地域クラブ活動への移行の必要性

Ⅱ 推進計画
１ 計画の位置付け ２ 計画期間 ３ 地域スポーツ・文化芸術環境の方針 ４ 見込まれる効果

Ⅲ 地域クラブ活動の推進に向けた県の取組

ア 策定の背景

イ 概要

１ 次期埼玉県地域クラブ活動推進計画の策定について
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１ 次期埼玉県地域クラブ活動推進計画の策定について

国は新たなガイドラインの策定に先立ち、令和６年８月に有識者を委員とした「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革

に関する実行会議」を設置し、第４回の会議（令和７年５月）にて最終とりまとめを公表した。

≪最終とりまとめの主なポイント≫
・休日については、次期改革期間内に、原則、全ての学校部活動において地域展開の実現を目指す。
・「改革実行期間」について、前期（令和８～１０年度）と後期（令和１１～１３年度）と定める必要がある。
・学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、新たな価値を創出することが重要である。
・「地域移行」という名称は「地域展開」とした方が、地域全体で関係者が連携し支えるという理念を表すことができる。
・現時点で着手していない地方公共団体においても、前期の間に確実に休日の地域展開等に着手することが必要である。

（２）国の動向

上記実行会議の最終とりまとめを踏まえ、スポーツ庁と文化庁が、部活動の地域展開及び地域クラブ活動の推進等に関する

今後の具体的な方策等を検討するため「部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進等に関する調査研究協力者会議」を設置し、

新たなガイドライン骨子案を作成。骨子案についてパブリックコメントを実施した。

令和７年１２月上旬頃

新たな「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」 公表予定
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現在、国の動向を踏まえ、知事部局関係課と連携し、次期「埼玉県地域クラブ活動推進計画」の策定に向けた検討を進め
ている。

計画の策定に当たっては、市町村関係者やスポーツ・文化芸術団体関係者等で構成する有識者会議を開催し、現行計画に
係る現状と課題についての評価や、次期計画の骨子案等について意見を聴取する。それらを踏まえ、今年度末に知事が策定
する予定。

（３）県の次期計画の策定

１ 次期埼玉県地域クラブ活動推進計画の策定について

有識者会議委員（１１名）

久喜市教育委員会教育長柿沼 光夫①県実証事業実施自治体

総合型地域スポーツクラブJAWS クラブマネージャー小村 逸②県実証事業実施団体

白岡市立南中学校校長大山 美智子③学校

上尾市ＰＴＡ連合会理事渡辺 裕子④保護者

中学校体育連盟会長内田 健二⑤中学校体育連盟

埼玉県スポーツ協会副会長工藤 由起子⑥県スポーツ協会

彩の国ＳＣネットワーク理事太田 あや子⑦総合型地域スポーツクラブ

埼玉県吹奏楽連盟会長木村 信之⑧文化芸術団体

公益財団法人音楽文化創造理事中村 牧⑨文化芸術団体

文教大学教授二宮 雅也⑩大学関係者

アスフィール株式会社学校デジタル支援事業部課長山本 周平⑪民間事業者
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２ 次期埼玉県地域クラブ活動推進計画策定有識者会議について

（１）第１回有識者会議の開催状況

・次期計画には具体的な工程を明記してほしい。
・こどもたちの思いや意見を反映させてほしい。
・各市町村の担当者が、更に情報共有できるような場の構築が必要。
・次期計画には目標値を定めて成果を出していかなければならない。
・人材確保など市町村の共通課題については、都道府県がリーダシップが重要。
・市町村が推進計画を立てているか把握することで、より実態をとらえることができる。

ア 開催日 令和７年１０月３０日（木）

イ 説 明 次期埼玉県地域クラブ活動推進計画の策定について
埼玉県における地域移行（展開）の取組について

ウ 協 議 埼玉県地域クラブ活動推進計画（令和５年度～令和７年度）の評価

エ 主な意見

（２）次回以降の開催予定

第２回有識者会議 … １２月下旬頃開催予定
第３回有識者会議 … １月下旬頃開催予定
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イ 休日における部活動の地域展開
を実施している自治体数（STEP③④）
令和７年度…２９市町

令和７年度より新たに実施する自治体：８市町村

令和６年度から実施している自治体：２２市町村
(※富士見市は令和7年度実施なし)

３ 埼玉県地域クラブ活動推進計画に係る現状と課題について

（１）県内市町村における休日の中学校部活動の地域展開状況 ※県教育委員会調べ

STEP①
自治体内での
検討

STEP②
外部団体等との協議

STEP③
一部の部活動の
休日の地域展開

STEP④
全ての部活動の
休日の地域展開

０自治体 ５自治体 ２８自治体 １自治体

未検討

２８自治体

ア 協議会等（＊）の設置状況（STEP②～）
令和７年度…５７市町
＊協議会等とは、首長部局や教育委員会の担当部署や地域スポーツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関係者で構成する部活動の地域移行を
目的とした会議体で、現行国のガイドラインにおいても、関係者の緊密な連絡体制等の構築のため、協議会設置の必要性が示されている。

ア 協議会等の設置
イ 休日における部活動の地域展開を実施
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地域クラブ活動に協力を得られる人材や団体が不足している等の理由から、計画や方針の策定まで進められていない自
治体も多いため、更なる連携体制の構築に向けて、県の支援が必要である。

（２）県の取組

成果取組実績

◆関係者間の連携強化

・協議会や検討委員会等を設置している（県内）市町村数 ５７市町

◆地域クラブ活動推進協議会の開催

・令和６年度 ２回 開催
・令和７年度 １回 開催（8月末時点）

◆定期的・恒常的な情報共有・連絡調整

・県内市町村に対し訪問（ヒアリング等）を実施
・市町村担当者等を集めた会議の開催

教育局及び知事部局の関係部署、地域スポーツ・文化芸術団体、学校及び保護者等の関係者からなる協議会において、定期
的・恒常的な情報共有・連絡調整を通して連携体制を構築するとともに、関係者からの意見や市町村を通じた生徒等へのアン
ケートなどを活用し、関係者間で緊密に連携して地域クラブ活動の推進に取り組む。

３ 埼玉県地域クラブ活動推進計画に係る現状と課題について

【現状】

【課題】

ア 関係者間の連携体制の構築等
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いまだ多くの市町村では「地域クラブ活動の実施主体や指導者の確保」を地域移行の課題として挙げていることから、
関係団体等との更なる連携が必要である。

イ 関係団体等との連携

成果取組実績

◆地域クラブ活動実施主体の増加、大会等への参加受入促進

・地域ミーティングの参加人数、参加市町村数(全１３回の延べ数)
参加人数 ：２８４名
令和6年度：参加市町村数 １０３、参加団体数 55

・地域クラブ活動実証事業 受諾団体数
令和５年度：９ 令和６年度：１３ 令和７年度：２０

・(地域クラブ活動の)中学校体育連盟主催の大会参加実績（団体数）
令和５年度：４１ 令和６年度：７０
令和７年度：１００

◆スポーツ・文化芸術団体・大学等への協力依頼

・地域ミーティングを１３回開催し、地域との課題共有や多様
な団体間で議論を深める場を提供

・地域スポーツ団体と委託契約を締結し、部活動の地域クラブ
活動展開に関する実証事業を実施

・県の協議会において、中学校体育連盟との連携を深めた。

地域クラブ活動を推進するに当たり、大きな役割を果たすことが期待されるスポーツ・文化芸術団体や大学等の協力を得る
ため、定期的・恒常的な情報共有・連絡調整を行い、緊密に連携し、以下の取組を行う。

⑴ スポーツ・文化芸術団体や大学等との連携 ⑵ 大会等主催団体との連携

３ 埼玉県地域クラブ活動推進計画に係る現状と課題について

【現状】

【課題】
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ウ 県民・関係者等の理解促進

成果取組実績

◆地域クラブ活動に対する県民・関係者の理解促進

・有識者によるパネルディスカッションの参加者数（全２回）
対面115名・WEB101名

・地域ミーティングの参加人数、参加市町村数（全１３回の延べ数）
参加人数 ：２８４名
令和6年度：参加市町村数103、参加団体数55

・令和６年度実証事業を実施している１０市の中学校に通っている生
徒の保護者を対象としたアンケート調査（回答者数：２，８０３名）
「地域クラブ活動に参加させたいか」

調査結果：はい：７５.３％ （いいえ：２４.７％）

◆地域ミーティング・地域クラブ活動シンポジウムの開催

・有識者によるパネルディスカッション(シンポジウム)を実施

・スポーツクラブ関係者、市町村担当者等を対象に地域ミーティン
グを13回開催

◆ポスターの掲示、リーフレット配布

・リーフレット・ポスターを県が作成、県内全小中学校（さいたま市除
く）等へ広く配布

実証事業に参加する自治体の中学校では、地域クラブ活動について一定の理解を得られているが、地域移行を開始して
いない自治体を含めた全県的な理解促進を図ることが必要である。

生徒・保護者はもとより、スポーツ・文化芸術団体等の関係者や県民の理解と協力の下で、地域クラブ活動を行う環境を整備

するため、ホームページやSNS等の活用をはじめとする様々な手段と機会により積極的に情報を発信するなど、以下の取組を行う。

⑴ 地域ミーティング、シンポジウムの開催等 ⑵ ポスターの掲示、リーフレットの配布等

３ 埼玉県地域クラブ活動推進計画に係る現状と課題について

【現状】

【課題】
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エ 指導者の質の保障と量の確保

成果取組実績

◆人材バンク登録者・照会件数

登録者数
運動・スポーツ：５９名 文化：１９名（令和７年１０月末時点）

照会件数
令和６年度：３件（３人） 令和７年度：２件（２人）

◆指導者人材バンクの設置による専門性や資質・能力を有する指
導者の確保

・「埼玉県地域クラブ活動等指導者人材バンク」を令和6年3月に
設置

・県吹奏楽連盟総会における指導者向け研修会の実施

指導者人材バンクの登録者数は十分ではなく、また、活用に至っていない状況である。今後の人材バンクの在り方を含め、
指導者の質の保障と量の確保の取組については、国の動向も踏まえ検討が必要である。

生徒にとってふさわしい地域スポーツ・文化芸術環境を整備するために、専門性や資質・能力を有する指導者の確保に取り組
む。適切な指導の実施に向けては、参加者の心身の健康管理、事故防止を徹底し、体罰・ハラスメントを防止するため、指導者
の研修機会等を提供するとともに、適宜、地域クラブの運営団体や実施主体等に対し指導助言を行う。
また、スポーツ・文化芸術団体等の協力を得ながら、指導者の発掘・把握に努めるとともに、指導者人材バンクを周知するな

ど、地域クラブ活動における指導者の確保に向けて、以下の取組を行う。

⑴ 指導者向け研修機会等の提供 ⑵ 指導者人材バンク等の周知

３ 埼玉県地域クラブ活動推進計画に係る現状と課題について

【現状】

【課題】
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オ 教師等の兼職兼業

成果取組実績

・希望する教師等が地域クラブ活動において適切に従事できる要件が
整備された。

◆兼職兼業に係る基準や手続等の周知による専門性や資質・能
力を有する指導者の確保

地域クラブ活動に関する兼職兼業の取扱いについて整備を行
い、令和6年9月、10月に市町村教育委員会及び県立学校へ通知
発出

県立学校教師等の兼職兼業の承認・許可について、県教育委員会では、希望する教師等が地域クラブ活動での指導を行うた
めの兼職兼業に係る基準や手続等について、別途要項を定め、職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合等を除き、兼職兼業
について適切に承認・許可することとしている。
県では、地域クラブでの指導を希望する教師等が地域クラブ活動において適切に従事できるよう県教育委員会が示す教師等

の兼職兼業に係る基準や手続等について、運営団体・実施主体に周知する。

３ 埼玉県地域クラブ活動推進計画に係る現状と課題について

【現状】

【課題】

今後の地域クラブ活動に係る兼職兼業制度が適切に運用されるよう、運営団体・実施主体も含め、周知に努める必要
がある。
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カ 保護者等の負担軽減

成果取組実績

◆要望に対する国の動き

費用負担の在り方について、「部活動の地域展開・地域クラブ活動
の推進等に関する調査研究協力者会議」において、「部活動改革及び
地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」に関する主
な論点として取り扱われるなど、議論・検討が進められている。

◆県立学校施設利用に関する支援、市町村に対する保護者負担
の軽減につながる手法の周知・国への要望

・クラウドファンディング等の保護者負担の軽減につながる手
法を市町村に紹介

・経済的に困窮する家庭の生徒の地域クラブ活動への参加費用
等に対する財政支援について、国へ要望

現在、スポーツ庁・文化庁が設置した「部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進等に関する調査研究協力者会議」
において、「費用負担の在り方について」議論中のため、今後、国が示す方針を踏まえて対応する必要がある。

地域クラブへの参加に伴い保護者等の費用負担が発生することについて、生徒や保護者、地域住民等の理解を得られるよう、県教育
委員会と連携し、周知・啓発に取り組む。また、指導や活動の質の確保を前提として、地域クラブ活動の運営団体・実施主体による低
廉な会費の設定や保護者の費用負担軽減に向けて、以下の取組を行う。

⑴ 地域クラブ活動による県立学校施設等の利用に関する支援 ⑵ 保護者の費用負担の軽減につながる手法の周知

⑶ 国に対する生活困窮家庭等への支援の要望

３ 埼玉県地域クラブ活動推進計画に係る現状と課題について

【現状】

【課題】
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キ 市町村の取組の支援

各市町村における地域クラブの整備や充実等への取組の進捗状況を把握し、市町村に対して情報を提供するとともに必要な助
言を行うなど、市町村を支援するため、以下の取組を行う。

⑴ 県が実施する実証事業等の情報提供

⑵ 地域との課題共有や多様な団体間で議論を深める場の提供

⑶ 県内市町村や民間クラブ、他県の好事例等の提供

⑷ 市町村に対する必要な助言、支援

成果取組実績

◆市町村の（部活動地域移行関連の）取組の推進

・実証事業の参加市町が増加し、令和７年度は２９市町で実施

・協議会や検討委員会等を設置している（県内）市町村数 ５７市町

◆実証事業の実施及び報告会の開催（市町村への成果報告）、
地域ミーティングの開催、市町村訪問の実施
・実証事業を令和６年度は２２市町で実施
・令和７年２月１４日に市民会館おおみやにて、実証事業報告
会及び研修会を開催
・地域ミーティングを１３回開催し、地域との課題共有や多様
な団体間で議論を深める場を提供
・５２市町村（実証事業未実施の市町村を中心）への訪問

原則全ての市町村が地域展開に着手できるよう、未着手の市町村を中心に県の伴走支援が必要である。

３ 埼玉県地域クラブ活動推進計画に係る現状と課題について

【現状】

【課題】
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